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第33巻

「イリ」系譜についての再検討

果 日ヨ  遣…寸巨 ＊
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KUROD＾ Tats口ya＊

旨

 「イリヒコ」「イリーヒメ」を有する人名全ての位置づけを再検討することにより，一定，本来の系譜の復

元が可能となる．本稿では，既に公表した復元系譜を除き，「イリ」系譜の全体像を明らかにすることによ

って，4世紀以前の王統譜を検討する素材の明確化を意図した．

は じめ に

 かつて「イリヒコ」「イリヒメ」を有する人名の主要

なものの系譜について，〈図1＞の如き復元を行った（

黒田，1990年，第＿章三，尚，第一章四でイポキノイリ

ヒメをイニシキイリヒコの同母妹でイポキノイリヒコ妃

と推定したところをf伽した）．しかし，その後様々な

系譜の検討を通じて，当復元系譜には修正しなけれぱな

らないところが生じてきた．既に幾つかの拙稿で若干触

れてはいるが，直接検討の対象としたものではない．こ

こで，『古事記』『日本書紀』〈以下それぞれ『記』『

紀』と略記）に見える「イリヒコ」「イリヒメ」で以前

取り上げなかったものも含めて，「イリ」系譜全体につ

いての復元を試みたいと思う．

〈図1〉
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 ヤマトタケル妃と伝えられるフタチノイリヒメはr記』

で垂仁皇女とされる．しかし，r紀』ではその名のみが

ヤマトタケル妃として見えるに過ぎず，『記』でも景行
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条には垂仁皇女とあるが，垂仁条では山代のオボクニノ

フチの女ラトカリハダトペ所生のイハックヒメの亦名と

して記されるだけである．フタチノイリヒメはヤマトタ

ケル妃とされていたことは確かであるが，元より垂仁皇

女として位置づけられていたか否洲ま疑わしい．『記』

はヤマトタケル妃としてフタチノイリヒメと「イリ」の

有無のみを異にするフタヂヒメ（近淡海之安国造の祖オ

ボダムワケの女〉も伝える．『紀』では『記』のフタチ

ノイリヒメ所生の仲哀とフタヂヒメ所生のイナヨリワケ

がともにフタチノイリヒメ所生とされているので，両者

が本来同一人であったことは考えられる．問題はフタチ

ノイリヒメとフタヂヒメのいずれが本来のものであり，

どのようにして『記』『紀』の系譜が形成されたかとい

うことである．とりあえず次のような想定がなし得る．

 A フタヂヒメからフタチノイリヒメが分立されて『

  記』の如き系譜となり，その後再度両者がフタヂノ

  イリヒメとして合体されてr紀』の系譜となった．

 B フタヂヒメがフタチノイリヒメという変改された

  人名で垂仁皇女とされて『紀』の系譜となり，後に

  フタチノイリヒメから元のフタヂヒメが分立されて

  『記』に見られる系譜となった．

 C 一方でフタヂヒメがフタチノイリヒメとして垂仁

  皇女に変改された『紀』の如き系譜が造作され，他

  方ではフタヂヒメから垂仁皇女としてフタチノイリ

  ヒメが分立されて前者所生としてイナヨリワケが後

  者所生として仲哀がそれぞれ位置づけられる『記』

  に伝えられる系譜が形成された．

 D フタチノイリヒメは本来オボダムワケの女であり，

  後にフタチノイリヒメとフタヂヒメとに分立され，

  前者が垂仁皇女，後者がオボダムワケの女とされた．

E フタチノイリヒメをイナヨリワケと仲哀の母とす

  る『紀』の如き系譜が変改され，フタチノイリヒメ
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  からフタヂヒメが分立されて『記』に見られる系譜

  が形成された．

 仲哀が王統譜に登場したのは欽明～敏達段階であった

とみられる（前著，及び黒田，1998年）が，その生母と

しては地方豪族出自の者よりは王族の方が相応しい．従

って，フタチノイリヒメは，フタヂヒメから分立された

音ないしはそ池凌改された者であれば，仲哀の生母と

して成立したと考えられる．また，諸氏族の嫌且の生母

を皇女とする億勲ま殆ど知られない．犬上君・建（武）

部君につながるこのフタチノイリヒメの他には，讃岐国

造等につながる景行犯イカヒメを挙椚号るぐらいである．

イカヒメをもとに垂仁皇女とされるイカダラシヒメが成

立したとみられるが，イカヒメの景行妃という位置づけ

は変改されたものであるとともに，「イカヒメ」であり

イカダラシヒメとはされていないので，讃岐国造等の始

祖が皇女所生とされている洲ま疑わしいようにも思う．

フタチノイリヒメのみを鮒トとすべきであろう．しかも

イナヨリワケの後奮は中央系の有力氏族ではない．この

ことからすれぱ，上記のA・Cは不可とすべきであり，

Bも，諸氏族の始祖系譜が欽明㌻敏達段階でほぼ成立し

ていたとみられる（前著）ことから，疑問としなければ

ならない．Dについても，「イリ」は基本的には崇神系

の王族に関わる称であり，近江の地方豪族出自の女に元

よりrイリ」捌寸されていたとは考え難いので，同様で

ある．Eが残ることになるが，犬上氏等がフタチノイリ

ヒメ所生とされていたイナヨリワケを始祖とする系譜を

変改するために，フタチノイリヒメからフタヂヒメが分

立されることになったということは最も蓋然性が大きい

と考えられる．

 フタチノイリヒメは，垂仁以外の「イリ」を有する者

の女とされていたとみるのが良いとすれば，どのような

位置が想定されるであろうか．その父や母の条件として

は，垂仁と同世代であること，ヤマトタケルと何らカ吻

関係を有することが挙げられるであろう．そこで注目さ

れるのがトヨキノイリヒコである．トヨキノイリヒコに

は孫としてヒコサシマ，曾孫としてミモロワケ捌云えら

れている（景行紀）が，子女捌云えられておらず，しか

もヒコサシマ1鉢来ヤマトタケルの子として位置づけら

れていたとみられる者である（前著）からである．トヨ

キノイリヒコと対をなすのは同母妹とされるトヨスキイ

リヒメであるが，本来，前者は尾張のオホアマヒメ所生

でヤサカノイリヒコの兄弟，後者はタケヰココロと紀伊

出自のトホツアユメマクハシヒメとの間の女で前者の妃

と想定される（黒田，1995年）．トヨキノイリヒコに子

女洲云えられていないのは子女の位置づけの変更による

とみられるのであり，子女を有さなくなった夫妻が同母

兄妹に変改されたのではなかろうか．フタチノイリヒメ

カ極仁皇女に変更されたことについては，その生母トヨ

スキイリヒメが蘇我氏系（葛城系）の祖タケヰココロと

トホッアユメマクハシヒメとの間の女とされていたこと

からすれぱ，蘇我氏系によって形成された「天皇記」段

階での変改とは考え難い．蘇我氏系系譜の変改と関係す

るとみるべきであろう．それが『記』でイハックヒメの

亦名とされていることについては，フタチノイリヒメ所

生のイナヨリワケが近江の犬上氏の祖，タラシナカツヒ

コは近江の息長氏と関係するオキテガタラシヒメを后と

していることからして，イハックヒメの同母兄とされる

イハックワケが近江を一つの本拠とした三尾氏の祖とさ

れていることと関わることも想定される．

皿 ヌパタノイリヒメ・アザミノイリヒメ

 垂は己ヌパタノ（二）イリヒメにはそれに類する人名

は見当たらないが，妹の同妃アザミノ（二）イリヒメに

はその所生としてアザミツヒメなる「イリ」を欠くだけ

の者が『記』に位置づけられている．このアザミツヒメ

はイナセヒコ妃とされる．イナセヒコ自体には系譜が伝

えられないが，『紀』には，「セ」の用字は異なるが，

「イリ」カ対されただけの如きイナセイリヒコがイカヒ

メ所生の景行呈子として見える．アザミツヒメ・イナセ

ヒコはアザミノイリヒメ・イナセノイリヒコの分身とみ

られるのではなかろうか．イナセヒコとアザミッヒメと

が夫妻とされていることから，イナセノイリヒコとアザ

ミノイリヒメとには夫妻，父と女，子と母の如き密接な

関係が設定されていたと考えられる．

 夫妻の場合，アザミノイリヒメが垂樹己に変改された

ことによってアザミツヒメが造作されたことになるが，

アザミノイリヒメが郵コ己に変更された理由カ澗われる．

両者の間の子女とされていた者が垂仁皇子女に変更され

たことに伴い，アザミノイリヒメが垂仁妃とされたこと

は考え得る．しかし，アザミノイリヒメ所生とされる者

は，『記』ではアザミツヒメと抄本穴大部之別の始祖イ

コパヤワケ，r紀』ではイケハヤワケとワカアサッヒメ

であり，垂仁皇子女への変改の理由は見出し難いように

思う．あるいはイナセノイリヒコの変改に関わることも

考えられるが，イナセノイリヒコがどのような位置づけ

にあったかが問題となる．

 イナセノイリヒコを景行皇子とする所伝は，イポキノ

イリヒコ等「イリヒコ」「イリヒメ」を景行皇子女とし

ているのと同様，変改されたものであり，元来「イリ」

の系統に位置づけられていたと考えるべきであろう．イ

ナセノイリヒコの王統譜における本来の位置としては，

イポキノイリヒコ等が垂仁皇子女とされていたとみられ

ることからすれぱ，垂仁皇子というのが相応しいように
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思う．イナセノイリヒコの生母と伝えられるのは出自不

明のイカヒメであるが，これはその名の一致からすれば

崇神皇女イカヒメ（『記』）と，世代関係も勘案すれば

垂仁皇女とされるイカダラシヒメとの関係が考えられる．

イカダラシヒメはイカヒメから分立された者（前著），

イナセノイリヒコは垂仁皇子の位置にあったとみられる

ので，その生母イカヒメは崇神皇女とされるイカヒメと

元来は同一人とすべきであろう．イカヒメは崇神（原型）

の女で，イバレヒコの子イカヒコの妃とされていた（黒

田，1996年a）．従ってイナセノイリヒコは，イカヒメ

所生とすれば，イカヒメは「イリ」の系統であり，自身

は垂仁の子の世代ではあるが，父はイカヒコであるから，

喋十ヒコ」系ということになる．イカヒメ所生という

のは改作されたものとみなすぺきであろう．

 アザミノイリヒメ所生とされるイコパヤワケとイケハ

ヤワケは，いずれを本来的な名とすべき洲まともかく，

同一人の異表現と言し滞るが，アザミツヒメとワカアサ

ツヒメは，共通性は皆無ではないが，相異なる人名とみ

るべきものと思う．ワカアサツヒメをアザミノイリヒメ

所生とする所伝があるにもかかわらず，その代わりにア

ザミッヒメがr記』に見える．アザミノイリヒメを分立

しな附雌ならない事情があったとしなけれぱならない

が，それはイナセノイリヒコとの関係ではなかろうか．

イナセノイリヒコが景行呈子とされたことによって，元

のアザミノイリヒメとの関係を残すべくアザミツヒメが

アザミノイリヒメ所生として位置づけられたということ

である．アザミノイリヒメが劃二妃とされていたことが

動かせないとすれぱ，イナセノイリヒコはアザミノイリ

ヒメ所生とされていたことが想定される．イナセノイリ

ヒコがイカヒメ所生景行皇子とされたことによって，元

の関係をできるだけ残そうとすれば，アザミノイリヒメー

所生としてのアザミツヒメをイナセノイリヒコ（イナセ

ヒコ）妃とするのが良いであろう．アザミノイリヒメ所

生垂仁皇子としてのイナセノイリヒコの位置は，〈図1〉

で見杣ま，崇峻に当たることは多言を要すまい．

 しかし，イポキノイリヒコ等は生母ヤサカノイリヒメ

も垂は已から景行妃に位置づけが変更されたのに対して，

イナセノイリヒコは生母がアザミノイリヒメではなくイ

カヒメとされた理由カ澗題になる．イナセノイリヒコが

イカヒメと何らかの関係にある者として位置づけられて

いたことカ洗ず考えられる．アザミノイリヒメがイナセ

ノイリヒコの生母とされていたこと，イカヒメ所生とし

てイナセノイリヒコが位置づけられているのには理由が

あること，この両者を解する一方法としてはアザミノイ

リヒメがイカヒコ・イカヒメの女とされていたと考える

ことカ鞘テられる．本来夫妻関係にあったイカヒコとイ

カヒメは，イバレヒコとヒコホホデミの合体（＝神武の

成立）によって，最終的にはイカヒメの位置に従って崇

神の子女とされた．アザミノイリヒメは，イカヒコ・イ

カヒメの女として位置づけられていたとすれぱ，垂仁の

子女の世代となるが，世代的に不自然な夫妻関係ではな

い．しかし，アザミノイリヒメがタコ、ノ〔ヒコタタス〕

ミチノウシの女とされても，垂は已という位置には変化

がないのであるから，イナセノイリヒコの生母が変更さ

れる必要はないであろう．イナセノイリヒコが景行呈子

に変更されたことによって，その生母も変改されたとみ

るぺきである．その際にイカヒメ（ないしイカダラシヒ

メ）が生母とされた理由カ澗題となる．また，「イリヒ

メ」の父は，アザミノイリヒメと姉ヌパタノイリヒメの

他ではヌノシノイリヒメを除げば，全て「イリヒコ」で

あり，このこともアザミノイリヒメ等の父母をイカヒコ

 イカヒメと考えることの問題性を示しているように思

う．両者の父母については，違った視点から考えなけれ

ばならないので，後節で検言立することにし，ここでは垂

仁妃としての位置づけとそれらの所生子女について考え

ておくことにしたい．

 垂仁妃として伝えられている，ないしは位置づけられ

ていたとみられる「イリ」はヌバタノイリヒメ・アザミ

ノイリヒメとヤサカノイリヒメである．『記』はヤサカ

ノイリヒメ所生景行皇子女をワカタラシヒコ（成務）・

イポキノイリヒコ・オシ〔ノ〕フケ・イポキノイリヒメ

とし，『紀』はワカタラシヒコ・イポキノイリヒコ・オ

シノワケ・ワカヤマトネコ・オホスワケ・ヌノシ・ヌナ

キ・イポキノイリヒメーカゴヨリヒメ・イサキノイリヒ

コ・キビノエヒコ・タカキノイリヒメ・ヲトヒメとする．

『紀』の子女は，若干の相違はあるが，肝記』のそれに

生母不明の同母兄弟姉妹ヌナギノイラツメ・カゴヨリヒ

メ・ワカキノイリヒコ・キビノエヒコ・タカキヒメ・ヲ

トヒメと，同じく生母不明のヌナシロノイラツメ，及び

『紀』独自のワカヤマトネコとで成っていると言し滞る．

『記』の生母不明子女の殆ど（ヌナシロノイラツメの同

母兄トヨトワケだけはソノダケヒメ所生とされる）が『

紀』ではヤサカノイリヒメ所生とされているのであるが，

『紀』の如き系譜が『記』のようなものに変改されたと

みるよりはその逆を想定すべきであることは言うまでも

ない．生母とされていた者の位置が変更されたことによ

り，生母不明ということになったのであろう．

 ワカタラシヒコはオボタラシヒコの同母弟，オシノワ

ケはオシロワケの分身であり，ヤサカノイリヒメ所生を

ワカタラシヒコ・イポキノイリヒコ・オシノワケ・イポ

キノイリヒメとする『記』の系譜が本来のものでないこ

とは前著で指摘したところである．イポキノイリヒメも

イポキノイリヒコ妃と考えることができるので，ヤサカ

ノイリヒメ所生としてはイポキノイリヒコのみが残るこ
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とになる．しかもヤサカノイリヒメは，ミマッ（キ）ヒ

メやトヨスキイリヒメがミマキイリヒコ・トヨキノイリ

ヒコの妃であること，ないし妃とされていたとみられる

ことからすれぱ，ヤサカノイリヒコ妃というのが元来の

位置づけであったとも考えられる．イポキノイリヒコは

ヤサカノイリヒコとヤサカノイリヒメとの間の子とされ

ていたという吉井巖説（1967年）が承認されるべきであ

ろう（但しイポキノイリヒメを同母妹とするのは不可で

ある）．ヤサカノイリヒメはヤサカノイリヒコ妃から垂

仁妃へ，更に景行犯へと変改されたと考えられる．

 本来的な垂仁皇子女と想定し得るのは，「イリ」系で

は今のところ，イニシキイリヒコとワカキノイリヒコ・

タカキノイリヒメということになる．イニシキイリヒコ

はいま一人のワカキノ（二）イリヒコとともにヒハスヒ

メ所生とされるが，銅班ト敏達段階でヒハスヒメはヤマ

トタラシヒコ妃，オボタラシヒコ・ワカタラシヒコ生母

とされていたとみられ・る（黒田，1998年）ので，ヒハス

ヒメをイニシキイリヒコの生母とする系譜は変改された

ものとなる．ワカキノイリヒコとイニシキイリヒコが同

母とされていることは，それらとタカキノイリヒメとが

同母とされていたことを示すとみられる．それらの生母

とされていた者カ澗題であるが，垂仁妃とされていたと

みられる三人の「イリヒメ」の中で，ヤサカノイリヒメ

はイポキノイリヒコ生母，アザミノイリヒメはイナセノ

イリヒコ生母とされていたとみられるので，ヌパタノイ

リヒメをそれらの生母と想定できるのではなかろうか．

 現系譜でヌパタノイリヒメ所生とされているヌクラシ

ワケ（ヌテシワケ）・イカダラシヒメ（『記』はイカダ

ラシヒコとするが『紀』の所伝の方が正当である）とア

ザミノイリヒメ所生とされるイコパヤワケ（イケハヤワ

ケ）はどうか．ヌパタノイリヒメが垂樹己でありイカダ

ラシヒメが垂仁皇女であること1鯛ト敏達段階でも同

様であるので，イカダラシヒメは元よりヌバタノイリヒ

メ所生とされていたとみることができるのではなかろう

か．ヌクラシワケとイコパヤワケ（イケハヤワケ）につ

いては，欽明～敏達段階から同じ位置づけてあったか，

「天皇記」以後に位置づけられた洲ま今のところ不明と

せざるを得ない．

皿 ヤツリノイリヒコ

 ヤツリノイリヒコは，ヒコイマスの子力ムオホネの亦

名とされていることからすれぱ，現系譜の世代関係では

垂仁と同世代であるが，ヒコイマスの本来のヒコフツオ

シノマコトの子という位置（前著）では垂仁の子女の世

代になる．rイリヒコ」ということでは垂仁の兄弟や子

として位置づけられていたとみるのが良さそうであるが，

カムオホネと合体されてヒコイマスの子とされるに至っ

た事情が検討されなければならない．

 『記』はヒコイマスとオキテガノミズヨリヒメとの間

の子女としてタニハノビコタタスミチノウシ・ミズホノ

マフカ・カムオホネ・ミズホノイホヨリヒメ・ミヰッヒ

メを位置づけている．タニハノビコタタスミチノウシは

タニハノミチノウシとヒコタタスとが合体されたもので

あり，タコ、ノミチノウシは本来ヒコユムスミの子とさ

れていた（黒田，1996年b等）．ミズホノマフカ・ミズ

ホノイホヨリヒメ・ミヰツヒメは水に関係する人名であ

ることにおいてオキテガノミズヨリヒメと共通するが，

ミズホノマフカは害、長氏の本拠と同じ近江を本貫とする

近淡海之安直の祖であることからもオキテガノミズヨリ

ヒメと密接に関係すると言えよう．これら三人名とヒコ

タタス・カムオホネとは名の様態が異なる．しかし，ヒ

コタタスはヒコフツオシノマコトーヒコイマスーヒコタ

タスという系譜では，、暮、長氏系のヒロヒメ所生の敏達に

相当する者であり，敏達に比定すべく息長系の者の所生

として位置づけられたとみられるく前著）．カムオホネ

はこの名では他に見えないが，三野国之本巣国造等の祖

とされるので，景行記にオボウス妃エヒメ・ヲトヒメの

父として見える三野国造之和犬根上と同一人とみられる．

三野＝美濃は，『釈日本紀』所引「上宮記」一元系譜に

継体の父〔ヒコ〕ウシが牟義郡国造出自のクルヒメ所生

とあることからすれぱ，継体と関わる地方であり，本巣

国造も継体とつながりを有していたことも考えられる．

継体と息長氏とは密屡な関係にあることから，本巣国造

の祖たるオホネがオキテガノミズヨリヒメ所生に位置づ

けられたとみることは可能であろう．

 〔カム〕オホネの同母兄ヒコタタスと本来ヒコユムス

ミの子とされていたタニハノミチノウシとが合体されて

タコ、ノビコタタスミチノウシやタニハノミチウシとし

てヒコイマスの子とされる『記』『紀』に見られる系譜

が成立した．元来ヒコタタスの子女とされていたのはヒ

ハスヒメ・ウタゴリヒメ・マトノヒメとミカドワケ，タ

コ、ノミチノウシの女はタカノヒメであり（黒田，1998

年），ヌバタノイリヒメ・アザミノイリヒメはいずれの

女でもなかった．rイリ」で共通することからして，ヌ

パタノイリヒメ・アザミノイリヒメがタニハノ〔ヒコタ

タス〕ミチノウシの女として位置づけられたこととヤツ

リノイリヒコが〔カム〕オホネの亦名とされたこととが

関係するとみられないであろうか．

 ヌバタノイリヒメ所生のイニシキイリヒコ・ワカキノ

イリヒコはヒハスヒメ所生に，イポキノイリヒメとタカ

キノイリヒメは景行皇女に変改され．た．イポキノイリヒ

メについてはイポキノイリヒコが景行皇子とされたこと

との関係によることは言うまでもない．タカキノイリヒ
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メの景行皇女への変改が応神妃 ヌカタノオホナカツヒ

コ生母として位置づけるためである（前著）ことも理解

し易い．イニシキイリヒコとワカキノイリヒコがヒハス

ヒメ所生とされたのは，両者が景行の同母兄弟とされて

いることから，景行力唾仁皇子として位置づけられたこ

とと関係することが考えられる．ヌパタノイリヒメに代

わってオボタラシヒコの生母とされていたヒハスヒメが

位置づけられたとみるのである．景行がイニシキイリヒ

コ・ワカキノイリヒコと同母兄弟とされているのは，元

来イニシキイリヒコとワカキノイリヒコだけが垂仁皇子

とされていたことによると、思われる．

 景行の一方の原型オボタラシヒコは，欽明～敏達段階

刊ま，ヒコフッオシノマコト曾孫・ヒコイマス孫・ヤマ

トタラシヒコ子として位置づけられていたとみられるの

で，前記の如き変改は「天皇記」段階でのこととみなけ

れぱならない．ヒハスヒメがヌパタノイリヒメ・アザミ

ノイリヒメと姉妹とされたことは理解し得るとしても，

それらが丹波系とされた事情カ澗われる．元来，ヒハス

ヒメはヒコイマス孫・ヒコタタス女，現系譜カ欄倣已・

ヒコユムスミ生母とする丹波のタカノヒメはヒコフッオ

シノマコト曾孫・ヒコユムスミ孫・タコ、ノミチノウシ

女・ヒコオホヒヒ妃とされていた（黒田，1996年b）．

ヒコユムスミ系は，タニハノミチノウシがヒコタタスと

合体され，ヒコイマス系に吸収されているかの如くであ

る．「天皇記」段階でヒコオホヒヒはワカヤマトネコと

合体されて開化となり，崇補・ヒコフツオシノマコト等

の父として位置づけられた（前著）．これに伴って，タ

ニハノミチノウシは，その女であったタカノヒメカ禰化

妃とされたために，子女を有さぬ者となった．「天皇記」

系譜揃餌氏系系譜を解体・変改して形成されたもので

あるが，ヒコイマスにせよヒコユムスミにせよいずれも

和理氏系であることにより，ヒコタタスがタニハノミチ

ノウシと合体されることになったのではなかろうか．ヒ

ハスヒメ等が丹波系となっている刎ま，このような系譜

の変改によるとみられる．

 ヌパタノイリヒメがイニシキイリヒコ等の生母という

位置から排された事情疵己の如く考えられるのである

が，現系譜でヌバタノイリヒメ所生とされているヌクラ

シワケ（ヌテシワケ）とイカダラシヒメ（『記』はイカ

ダラシヒコとするが『紀』の所伝の方が正当である）は

どうか．ヌパタノイリヒメが垂仁妃でありイカダラシヒ

メが垂仁皇女であること1翻ト敏達段階でも同様であ

るので，イカダラシヒメは元よりヌパタノイリヒメ所生

とさ一れていたとみることができるのではなかろうか．ヌ

クラシワケについては，アザミノイリヒメ所生とされる

イコパヤワケ（イケハヤワケ）とともに，欽明～敏達段

階から同じ位置づけてあったか，「天皇記」以後に位置

づけられた洲ま今のところ不明とせざるを得ない．

 以上のように，ヌパタノイリヒメ・アザミノイリヒメ

がタニハノ〔ヒコタタス〕ミチノウシの女に変改されて

いることと，ヤツリノイリヒ土が〔カム〕オホネの亦名

とされていることとは関係するようである．しかし，ヒ

コイマスの子としてのタコ、ノ〔ヒコタタス〕ミチノウ

シの成立は「天皇記」段階であり，それ以前の王統譜で

のヒコタタスやタニハノミチノウシ等と〔カム〕オホネ

・ヤツリノイリヒコとの関係を検討しなければならない．

 ヤツリノイリヒコはヌパタノイリヒメ・アザミノイリ

ヒメの叔父とされているので，後二者は前者の子女の世

代の者ということになる．崇神の世代以前では崇神以外

に「イリヒコ」「イリヒメ」が位置づけられていないこ

と，ヌパタノイリヒメ・アザミノイリヒメが崇神皇子で

ある垂仁の妃であることからすれば，ヤツリノイリヒコ

は崇神皇子・垂仁兄弟という位置を想定し得る．崇神皇

子とされるrイリヒコ」は垂仁とトヨキノイリヒコ・ヤ

サカノイリヒコであるが，後二者は本来尾張氏系のオホ

アマヒメ所生で安閑・宣化に，垂仁は欽明にそれぞれ相

当する位置づけがなされていた．また，垂仁の生母ミマ

ッ（キ）ヒメは，現系譜に先立つ系譜では崇神の兄ヒコ

フツオシノマコトの女として位置づけられていたので，

ヒコフツオシノマコト・ミマツヒメは宣化・イバノヒメ

（イシヒメ）に，崇神は欽明にそれぞれ相当する位置に

もあった．垂仁が欽明に当たる位置づけでは，ヤツリノ

イリヒコが比定されるような重要な者は継体皇子には見

当たらない．しかし，崇神を欽明に比定するものでは，

トヨキノイリヒコやヤサカノイリヒコに相当する者は見

られないが，敏達やその同母兄ヤク〔ノタマガヅノオホ

エ〕に当たる者が位置づけられていたことは充分考えら

れる．ミマツヒメ所生の郵コ｛その一人であることは言

うまでもないが，ヤツリノイリヒコもそれとみることが

できるのではなかろうか．

 このような位置づけにあったヤツリノイリヒコが，ヌ

パタノイリヒメ・アザミノイリヒメがタニハノ〔ヒコタ

タス〕ミチノウシの女とされたことに伴って，タコ、ノ

〔ヒコタタス〕ミチノウシの弟に位置づけられたとすれ

ぱ，ヤツリノイリヒコは垂仁との兄弟関係よりもヌパタ

ノイリヒメ・アザミノイリヒメとのそれの方が重要なも

のであったとしな脱しぱならない．しからば，ヤツリノ

イリヒコとヌパタノイリヒメ・アザミノイリヒメとの関

係としては，夫妻とみることは不可能であるから，父と

女という関係が想定される．二女がタニハノ〔ヒコタタ

ス〕ミチノウシの女とされたことにより，父ヤツリノイ

リヒコがタニハノ〔ヒコタタス〕ミチノウシの弟に変改

されたということであるが，〔カム〕オホネの亦名とし

てしか位置づけられなし渚になった理由カ澗われる．
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 ヤツリノイリヒコが〔カム〕オホネと合体されたのは

両者が元より相関係する者として位置づけられていたこ

とによることが考えられる．〔カム〕オホネは美濃の本

巣国造の始祖や三野国造の祖とされ，そのユエヒメ・

ヲトヒメは，景行が嬰ろうとして皇子オボウスを派遣し

たが，オボウスが妃としたという．『紀』には景行が美

濃の女を妃としようとした所伝は二つ見える．一つは，

ヤサカノイリヒコの女ヲトヒメを要るうとしたが，ヲト

ヒメが辞退し，姉ヤサカノイリヒメが妃となったとする

ものであり，いま一つは，オボウスが美濃国造神骨の女

児遠子・弟遺子の容姿を祭るために派遣されたが密通し

て復命しなかったという『記』に通ずるものである．い

ずれの所伝も造作されたものであるが，ヤサカノイリヒ

コが美濃に関係する者とされていることは重要である．

ヤツリノイリヒコが〔カム〕オホネと合体されたことと

何らカ吻関係が考えられるとともに，ヤツリノイリヒコ

が「イリ」の系譜に位置づけられていたことを示すもの

のように、匙われるからである．元来美濃と関係する者と

されていたヤツリノイリヒコが〔カム〕オホネの亦名と

して変改されたことに伴って，ヤサカノイリヒコが美濃

と関係する者となったと考えられないであろうか．ヤツ

リノイリヒコが〔カム〕オホネと合体されて「イリ」で

美浪と関係する者がなくなったことにより，ヤサカノイ

リヒコが美濃に関係する者として位置づけられたとみる

のである．

 ヤツリノイリヒコが美濃と関係していたとすれぱどの

ような系譜を想定し得るであろうか．ヌパタノイリしコ

・アザミノイリヒメは，前述のように，ヤツリノイリヒ

コの女とみることができるが，その生母は未だ不明であ

る．ヤツリノイリヒコ妃として〔カム〕オホネの女を考

えることはできないであろうか．〔カム〕オホネの女工

ヒメ・ヲトヒメ所生のオボウス子はそれぞれオシダロノ

エヒコ・オシダロノヲトヒコという生母に対応する人名

となっている．このこと自体が造作された系譜であるこ

とを示しているが，エヒメ・ヲトヒメの子の名にいずれ

も「オシグロ」が冠されていることに注目したい．「某

十クロ（グロ）」の人名としてはこれらの他に急長氏に

園係するイヒノノマグロヒメとカクロヒメ（前著）カ椥

られるだけである．オシダロノエヒコ・オシダロノヲト

ヒコは，祖父〔カム〕オホネカ鳴長氏系系譜に位置づけ

られていることでも，イヒノノマグロヒメ・カクロヒメ

と共通する．〔カム〕オホネの女は本来「オシダロヒメ」

というような名であり，この「オシダロヒメ」とヤツリ

ノイリヒコとの間の女をヌパタノイリヒメ・アザミノイ

リヒメとすることができるのではなかろうか．

 この位置における〔カム〕オホネは，ヤツリノイリヒ

コが崇神皇子であるから，崇神と同世代であり，ヒコイ

マスの子とされていたとは考え難い．ヒコイマスは崇神

皇子と同世代に位置づけられており，その子〔カム〕オ

ホネの女「オシダロヒメ」とヤツリノイリヒコとは二世

代の差が生ずるからである．「神」を冠する表記がある

ことからすると，〔カム〕オホネは，誰カ切子とされて

いたとみるよりは，独立の存在であったとする方が良い

のではなかろうか．その妃としては，〔カム〕オホネと

系譜上で関係し「神」とも関係するとともに，〔カム〕

オホネが関係する美濃ともつながりを有することから，

アメノミカゲ神の女オキテガノミズヨリヒメが相応しい

ように思う．オキテガノミズヨリヒメがヒコイマス妃に

変更されたことによって，本来の夫であったカムオホネ

がオキテガノミズヨリヒメ所生のヒコイマス子に変改さ

れたということである．欽明～敏達段階でタニハノ〔ヒ

コタタス〕ミチノウシの原型の一つヒコタタスはヒコイ

マス子・オキテガノミズヨリヒメ所生とされていた（黒

田，1996年b）ので，この段階で〔カム〕オホネの位置

が変改されたとみなけれぱならない．

 〔カム〕オホネが崇神孫・垂仁呈子の世代に位置づけ

られたことによって，ヤツリノイリヒコと〔カム〕オホ

ネの女との夫妻関係は不自然なものとなり，それが解消

されたとみられる，「オシダロヒメ」は，それをもとに

したオシダロノエヒコ・オシダロノヲトヒコが〔カム〕

」オホネの孫に位置づけちれているので，ヤツリノイリヒ

コ妃のまま残されなかったとみられる．また，ヤツリノ

イリヒコも，崇神呈子のままであったとすれぱ，別系統

のヒコフッオシノマコト系で崇神孫の世代とされた〔カ

ム〕オホネと後に合体された事情が考えにくいので，そ

の位置が変改されて〔カム〕オホネの亦名とされたとみ

られる．このような変改がなされた時期としては，敏達

皇子オジサカノビコビトノオホエに相当する者としてヒ

コタタスが位置づけられた段階であることから，欽明～

敏違段階が想定される．

 「オシダロヒメ」は，〔カム〕オホネの女のままであ

れぱ，オボタラシヒコと同世代となる．景行が美濃系の

女を嚢ろうとしたり，要ったというような伝承はこの段

階で生じたことも考えられるのではなかろうか．景行の

原型であるオボタラシヒコが『オシダロヒメ」を妃とす

る系譜が形成されていたということも想像されるのであ

る．しかし，この場合，ヌパタノイリヒメ・アザミノイ

リヒメの位置づけがどのようになったかを考えておかな

ければならない．

 元の系譜との関係からすれば，変改された両者の位置

づけについては垂は己とオボタラシヒコの女という二様

が考えられる．前者は元の垂仁妃に，後者は「オシダロ

ヒメ」所生にそれぞれ基づくことは言うまでもない．後

者の想定では，ヌバタノイリヒメ所生，アザミノイリヒ
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メ所生としてそれぞれヌクラシワケ（ヌテシワケ）とイ

コパヤワケ〈イケハヤワケ）というオボタラシヒコの子

オシロワケ（黒田，1998年）と共通する「フケ」を称す

る者が位置づけられていることを解し易い反面，二女が

後に再び垂は己とされた理由カ澗題となる．前者の場合

は，二女の父母が変更された理由カ澗われる．

 いずれも問題があるが，前者の想定の方が理解し易い

よう風思う．二女はヒコフツオシノマコト曾孫・ヒコイ

マス孫・ヒコタタス女として位置づけられたとすれぱ垂

仁の孫の世代になるが，垂仁の生母ミマツヒメはヒコイ

マスの姉妹とされていたとみられる（黒田，1996年b）

ので，垂仁は母系ではヒコタタスと同世代であり，二女

と垂仁とは現系譜と同じ世代関係となる．二女が「オシ

ダロヒメ」の所生からヒコタタスの女に変更された理由

としては，垂樹巳のままにするための世代関係とともに

和餌氏系とすることが考えられる．しかし，〔カム〕オ

ホネの女として位置づけられたとしても垂仁との世代関

縮ま変わらず，〔カム〕オホネもヒコイマスの子とされ

ているので和期氏系であることも同じであり，この方が

元の系譜に近いかたちである．しかも，開化記では二女

はタコ、ノビコタタスミチノウシの女としては位置づけ

られていない．二女‘銑ずヒコイマスの子とされた〔カ

ム〕オホネの女として位置づけられたとみるのが良いよ

うに思う．

 ところで，景行が美濃系の女を姿ろうとしたり要った

という伝承の成立は，ヤツリノイリヒコ関係系譜の変改

に伴うものと、悪あれる．ヒコイマスの子とされた〔カム〕

オホ刺まオボタラシヒコの父ヤマトタラシヒコの兄弟に

当たる（黒田，1998年）ことはそのことを示唆する．オ

ボウスがオホネ（カムホネ）の女を妃としたという伝承

には元の系譜が一定反映されているのではなかろうか．

オボウス〈及びラウス）が「オシダロヒメ」所生とされ

ていたことがあったのではないかということである．し

からば，オボタラシヒコと「オシダロヒメ」との夫妻関

係の変改はオボウス・ラウスが吉備族出自のハリマノイ

ナビヒメ所生（現系譜はハリマノイナビノオホ（ワカ）

イラツメとするがこれが『記』『紀』編纂段階での変改

であることは，黒田，1995年）とされたことと関係する

とみなけれぱならない．この際，元の系譜を基にすれば，

「オシダロヒメ」はオボウス妃とされることも有り得た

筈である．しかるに，オボウス妃はエヒメ・ヲトヒメと

され，「オシグロ」はそれらの所生子に冠されている，

これは氏族の始祖名としてエヒコ ヲトヒコの如き抽象

的なものが見られない（但し『記』には安寧皇子シキツ

ヒコの子で名捌云えられなし渚を伊賀須知之稲置等の始

祖とする伝承がある）ことからして，氏族の始祖名を一

定具体的にしようとしたことによるとみられるのではな

かろうか．しかし，ともに菊農を本拠とする三野之宇泥

須和気・牟宮都君の始芋肋｛オシダロノエヒコ・オシダロ

ノヲトヒコに区別されているξ」ともに，両者の生母もエ

ヒメ・ヲトヒメとして分離されている理由カ澗われる．

 オボウスは，『記』では，その二子とは別に守君・大

田君・島田君の始祖とされる．父子ともに異なる後竃氏

族名指己されているのは『記』『紀』ともに他に見られ

ず，極めて特異である．大田君は美濃国安八郡大田郷な

いし大野郡犬田郷，島田君は尾張国海部郡島田郷を本拠

とし，守君は，大宝二年美濃国戸籍にそれと関わるとみ

られる守部が多数見えることから，美濃を本拠としたと

考えられている（日本思想大系『古事記』補注）．尾張

を本拠とする島田君が美濃系氏族と同族であることは，

美濃と尾張が隣国であるという地理的関係によるともみ

られるが，それはともかく，美濃系氏族がオボウスを祖

としていることは，オボウスが〔カム〕オホネの女所生

とされていたとすれぱ，当然のことであろう．宇泥須和

気・牟宮都君もその始祖として，『紀』が後者をオボウ

スの役としているように，オボウスが位置づけられてい

て然るべきであるが，r記』では殊更にその子を始祖と

しているのである．このことは元来両氏族がオボウスを

始祖としていなかったことを示すものであろう．しかし，

オボウスの子として造作された者を始祖としているので

あるから，オボウスと関係がある者の後竃ということが

考えられる．されぱそれは双子の弟とされるラウスとみ

られる．ラウスがヤマトタケルと合体されたことにより，

ラウスを始祖としていたものがオボウスの系統に位置づ

けられることになり，「オシダロヒメ」を基にオシダロ

ノエヒコ・オシダロノヲトヒコが造作されたとみるので

ある．

 宇泥須和気と牟宮都君とが兄弟を始祖としていること

は両氏がそれほど密接な関係ではなかったことによると

みることはできるが，オシダロノエヒコ・オシダロノヲ

トヒコの生母までエヒメ・ヲトヒメ姉妹とされたことに

ついてはどうか．欽明ぺ敏達段階で〔カム〕オホネの女

とされていた可能性を見出し得るのは，上記より，ヌパ

タノイリヒメ・アザミノイリヒメと「オシダロヒメ」で

ある．rオシダロヒメ」は氏族の始祖名を具体化するた

めにオボウスの二子の名に転用された．ヌパタノイリヒ

メとアザミノイリヒメは，前述のように，ヒコタタスの

女でヤマトタラシヒコ妃・オボタラシヒコ生母であった

ヒハスヒメが「天皇記」段階でタニハノ〔ヒコタタス〕

ミチノウシの女で垂樹己・景行生母とされた際に，同時

にヒハスヒメの妹とされたとみられる．明言はできない

が，このヌパタノイリヒメとアザミノイリヒメの代わり

としてエヒメ・ヲトヒメが造作されたと取りあえず想定

しておきたい．
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 ヤツリノイリヒコは元来崇神く原型）呈子であり，そ

の妃は〔カム〕オホネとオキテガノミズヨリヒメとの間

の女「オシダロヒメ」，ヌパタノイリヒメ・アザミノイ

リヒメはその女であった．欽町ト敏達段階でオキテガノ

ミズヨリヒメが欽明・敏達関係系譜に対応させられてヒ

コイマス妃とされたことにより，〔カム〕オホネはヒコ

イマス子・ヒコタタス弟として位置づけられ，ヌパタノ

イリヒメ・アザミノイリヒメと「オシダロヒメ」はオホ

ネの女とされ，ヤツリノイリヒコはオホネの亦名となっ

た．また，「オシダロヒメ」はオボタラシヒコ妃でオボ

ウス・ラウスの生母となった．「天皇記」段階では，ラ

ウスとヤマトタケルとの合体に伴ってラウスを始祖とし

ていた宇泥須和気一年宜都君はオボウスの系統に位置づ

けられ，それらの祖として「オシダロヒメ」からオシダ

ロノエヒコ・オシダロノヲトヒコが造作されるとと．もに，

それぞれの生母としてエヒメ・ヲトヒメカ作為されてオ

ホネ女・オボウス妃とされたということである．なお，

オボウス・ラウスは，「オシダロヒメ」所生とされてい

たと想定されることからすれぱ，継体段階の王統譜では

ヤツリノイリヒコの子でヌパタノイリヒメ・アザミノイ

リヒメの同母兄弟という位置づけであったことも想定さ

れる．

lV ヌナギノイリヒメ・トホチノイリヒメ

 ヌナギノイリヒメとトホチノ（二）イリヒメは尾張の

オホアマヒメ所生でヤサカノイリヒコの同母妹とされる．

しかし，トヨキノイリヒコも同母とされていたとみられ

ることはヌナギノイリヒメ・トホチノイリヒメが元より

オホアマヒメ所生とされていたことを疑わせる．尾張系

の者が崇神妃とされているのは継体と尾張のメノコヒメ

との婚姻閣僚が反映されたものであり，メノコヒメ所生

は安閑・宣化のみと伝えられているからであるが，実際，

ヌナギノイリヒメは磯城県主出自のヌナキツヒメ所生と

されていたことが想定されるのである（黒田，1999年）．

 ヌナギノイリヒメがヤサカノイリヒコの同母妹とされ

た事情としては，両者が夫妻や父女など近い関係の者と

されていたことが考えられる．夫妻の場合，一つには，

ヤサカノイリヒメがヤサカノイリヒコの女に変改された

ことによって，ヌナギノイリヒメが後者の妃・前者の生

母とされたことが想定されるが，ヌナギノイリヒメがヤ

サカノイリヒコの同母妹として位置づけられた理由カ澗

題となる．いま一つは，ヌナギノイリヒメがヤサカノイ

リヒメとともに当初よりヤサカノイリヒコ妃とされてい

たという想定である．所生子女を有さなくなったことに

より夫妻関係が解消されて同母兄妹とされたというわけ

である．子女とされていた者を見出し得れば，この想定

は妥当性を有するということになろう．

 注目されるのはヌナギノイリヒメと類似する景行皇女

ヌナギノイラツメ（『記』，生母不明）・ヌナギノヒメ

ミコ（『紀』，ヤサカノイリヒメ所生）の同母兄弟姉妹

である．前述のように，ワカキノイリヒコ・タカキノイ

リヒメはヌパタノイリヒメ所生垂仁呈子女とされていた

とみられるので除けば，『記』のワカキノイリヒコの代

わりの如く『紀』に見えるイサキノイリヒコが残される．

 ヤサカノイリヒコとヌナギノイリヒメとの間の子とし

てイサキノイリヒコが，垂仁とヌパタノイリヒメとの間

の子としてイニシキイリヒコ・ワカキノイリヒコ・タカ

キノイリヒメが位置づけられていたのが，どのようにし

て現系譜のようになったのであろうか．ヤサカノイリヒ

コの子とされていたイポキノイリヒコカ唾仁皇子とされ

た段階で，イサキノイリヒコも垂仁皇子とされたが，ヌ

ナギノイリヒメは垂は己とされず，ヤサカノイリヒコの

同母妹とされたと思う．垂仁妃とされなかった理由につ

いては，垂仁が欽明，ヤサカノイリヒメが宣化皇女・欽

明后イバノヒメ（イシヒメ〉，ヌパタノイリヒメとアザ

ミノイリヒメが蘇我稲目女・欽明妃キタシヒメ・ヲアネ

キミに当たるという系譜上の位置づけと関係することが

考えられる，イサキノイリヒコは，イポキノイリヒコと

ともにヤサカノイリヒコの子とされていたことからして，

垂仁皇子に変改された際にはヤサカノイリヒメ所生とし

て位置づけられたとみるのが良いであろう．

 以上ヌナギノイリヒメをヤサカノイリヒコ妃と考え，

その所生としてイサキノイリヒコを想定し得るとしたの

であるが，ヌナギノイリヒメをトホチノイリヒメに置き

換えても実は同様である．しかし，ヌナギノイリヒメと

関係する如きヌナギノヒメミコ（イラツメ）が『紀』で

イサキノイリヒコの同母姉とされていることは，イサキ

ノイリヒコがトホチノイリヒメよりもヌナギノイリヒメ

の方に近いことを示す．しからば，トホチノイリヒメの

位置づけについてはどのように考えられるであろうか．

 トホチノイリヒメがヌナギノイリヒメとともにヤサーガ

ノイリヒコの同母妹とされていることについては，トホ

チノイリヒメもヌナキツヒメの所生とされていたことや，

ヤサカノイリヒコと関係を有していたことによることが

考えられる．ヤサカノイリヒメは元来ヤサカノイリヒコ

妃とされていた．r某十イリヒコ」に対応するr某十イ

リヒメ」ないしそれに準ずる者はミマツ（キ）ヒメ・ト

ヨスキイリヒメ・イポキノイリヒメとヤサカノイリヒメ

であるが，前三者は父母が王統譜上に位置づけられてい

た．ヤサカノイリヒメも同様とみるぺきであろう．王統

譜上での位置からすれば，その父母は崇神やその世代前

後の者になる．トホチノイリヒメをヤサカノイリヒメの

生母とみては如何であろうか．ヤサカノイリヒメのヤサ
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カノイリヒコの妃から女への変更により，トホチノイリ

ヒメカ岬サカノイリヒコの同母妹となったとみるのであ

る．しかしこの場合，トホチノイリヒメがヤサカノイリ

ヒコ妃とされなかったことと，誰がトホチノイリヒメの

父母とされていたがが問題となる．

 ヤサカノイリヒメの生母としてのトホチノイリヒメは

崇紳と同世代というのカ撮も相応しいが，欽明とイバノ

ヒメのように，崇神の子の世代，ヤサカノイリヒコと同

世代というのも有り得るので，その父母としては崇神の

父母ないしは崇神と同世代に位置づけられる．「イリヒ

コ」「イリヒメ」は崇神を以って晴夫とし，崇神の則の

世代はもとより同世代にも位置づけられていない．崇神

の妃（后）の名としてはrミマキイリヒメ」が相応しい

にもカかわらず，ミマツヒメ〈『記』）やミマキヒメ（

r紀』）であり，rイリ」カ対されていないのは崇神が

「イリヒコ」「イリヒメ」の最初の者とされていたごと

によるのであろう．また，今のところ，崇神系以外に位

置づけられていたと考えられる「イリヒコ」「イリヒメ」

はトヨスキイリヒメのみである（これも元来は崇神系で

あった可能性はある）．トホチノイリヒメには崇神皇女

以外の位置づけを想定し得る材料ま見当たらないので，

崇補皇女として位置づけられていたとしなけれぱならな

い．それではその生母はどうか．

 崇神（原型）后妃として王統譜形成当初に位置づけら

れてた可能性が考えられる者はミマツ（キ）ヒメ・オホ

アマヒメ・ヌナキツヒメである．先ずトホチノイリヒメ

生母としてオホアマヒメには醜跡ある．尾張系オホア

マヒメが位置づけられたのは繍材已メノコヒメとの関係

によるのであり，メノコヒメ所生は安閑・宣化のみであ

るからである．ミマツヒメも，トホチノイリヒメが元の

系譜に基づいてミマツヒメ所生とされずに，女ヤサカノ

イリヒメがヤサカノイリヒコ妃であったことによりヤサ

カノイリヒコの同母妹に改変された理由が不明となる．

ヌナキツヒメ所生で，現系譜と同様にヌナギノイリヒメ

と同母姉妹というのが妥当なように’悪あれる．しかし，

やはりヤサカノイリヒメがヤサカノイリヒコの女とされ

たことに伴い，トホチノイリヒメがヤサカノイリヒコ妃

とされなかったことカ澗題となる．オホアマヒメ所生と

してヌナギノイリヒメとともにトホチノイリヒメがヤサ

カノイリヒコの同母妹に位置づけられたので，ヤサカノ

イリヒコ妃とされなかったとみられるが，他の位置づ付，

元のようにヌナキツヒメ所生とすることも可能であった

筈である．ヌナキツヒメが多氏と関わる磯城県主出自で

あったために，多氏系系譜の変改に伴って崇神妃から排

除されたことによって，ヌナギノイリヒメ・トホチノイ

リヒメがヤサカノイリヒコの同母妹とされたのであろう．

V ヌノシノイリヒメ

 ヤマトタケルの女として「イ．リヒメ」が位置づけられ

ているのは，ヤマトタケルが垂仁皇子とされていたこと

からすれぱ，黒とする程ではないようでもある．しかし，

崇神以外の「イリ」は殆ど「イリヒコ」の子女として位

置づけられていたことが想定されるのであるから，ヌノ

シノイリヒメも本来同様の位置づけにあったと考えるの

が妥当であろう．

 現系譜のヤマトタケルは垂仁皇子ヤマトタケル（以下

「原ヤマトタケル」と記す）とオボタラシヒコの子ラウ

ス（黒田，1998年）とが合体されたものである．ヤマト

タケルが景行皇子とされているのはラウスの位置が踏襲

されたことによることは言を待たない．ヌノシノイリヒ

メがフタチノイリヒメ所生とされていることは両者が元

より近しい関係にあったことを示すとみられるとすれぱ，

女と生母の関係の他に姉妹が考えられる．後者の場合は

ヌノシノイリヒメはトヨキノイリヒコとトヨスキイリヒ

メとの間の女となる．前者では，原ヤマトタケルの女で

あるヌノシノイリヒメを「イリヒコ」の妃とみなけれぱ

ならないが，そのような「イリヒコ」は想定し難い．

 ヌノシノイリヒメは，フタチノイリヒメ姉妹，トヨキ

ノイリヒコ・トヨスキイリヒメ女であったとすれば，フ

タチノイリヒメカ琶計二皇女に変改された際にヤマトタケ

ルの女として位置づけられたと推測し得るが，誰かの妃

とされていたことが想定されるであろうか．トヨキノイ

リヒコは崇神呈子であり，垂仁も同様であるが，後者は

崇神の兄ヒコフツオシノマコトの女ミマツヒメ所生であ

るから，トヨキノイリヒコの子女と垂仁とが同世代に当

たるとすれぱ，原ヤマトタケルはトヨキノイリヒコの子

女の一世代後の者となる．ヤマトタケルは雄略が染上さ

れた者とみられる（吉井巖，1967年）ことからして，元

来は現系譜の如き吉備族出自の女所生という位置づけで

あったかどうカ擬わしい．確かに雄略ま吉備上道臣（吉

備窪屋臣）のワカヒメを妃としたと伝えられるが，生母

は皇族のオジサカノオホナカツヒメとされている（これ

も問題があることは前書等て指摘）からである．吉備族

の女オホキビタケ〔ル〕ヒメ（『記』）やキピノアナト

タケ〔ル〕ヒメ（『紀』）がヤマトタケル妃とされてい

るのであるから，原ヤマトタケル生母は皇族とされてい

たとみるのが良いのではなかろうか．皇族とすれば崇神

系の「イリヒメ」が考えられてしかるぺきである．現ヤ

マトタケルの女と伝えられ，原ヤマトタケルの父母の世

代の者として位置づけられていたことが考えられるヌノ

シノイリヒメを想定することができるのではなかろうか．

 現ヤマトタケルの生母ハリマノイナビノオホイラツメ

ないしイナビノワカイラツメは本璃ま「ハリマノイナビ
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ノイラツメ」であり，『記』『紀』編纂段階頃に分立さ

れたとみられる（黒田，1995年）．この父は景行記でワ

カタケキビツヒコとされるが，孝霊皇子として孝霊記に

見えるワカヒコタケキビツヒコと同一人とみて良いであ

ろう．ヤマトタケル妃の方はオホキビタケ〔ル〕ヒメと

キビノアナトタケ〔ル〕ヒメとで異なるが，前者の兄吉

備臣建日子と後者の父吉備武彦とは，「臣」の有無はあ

るが，これは『記』では「吉備」を氏名と亭てカハネ「

臣」カ村されているに過ぎないと考えられるので，同一

人の異表記とすべきである．オホキビタケ〔ル〕ヒメは，

「大」が美称でrオホキビ」が「キビ」と変わるもので

ないとすれぱ，キビタケ〔ル〕ヒコと男女のデ対を成す

者となる．両者は元来は兄妹関係ではなく，夫妻として

位置づけられていたことが考えられるのである．このこ

とからすれば，キピノアナトタケ〔ル〕ヒメをキビタケ

〔ル〕ヒコの女とする『紀』の方がより本来的な所伝と

考えられるかも知れない．しかし，キビノアナトタケ〔

ル〕ヒメが設定されていたにもかかわらず，〔オホ〕キ

ビタケ〔ル〕ヒメがヤマトタケル妃とされた理由カ澗題

となる．キビノアナトタケ〔ル〕ヒメは〔オホ〕キビタ

ケ〔ル〕ヒメに「アナト」捌肋日されただけの人名であ

り，後者を墓に造作されたもののようにも、電あれる、〔

オホ〕キビタケ〔ル〕ヒメとキビノアナトタケ〔ル〕ヒ

メのいずれも，ヤマトタケル妃として位置づけられる吉

備族の女が必要とされたことによって，位置づけが変改

されたり，造作されたりしたものではなかろうか．

 ヤマトタケル妃として〔オホ〕キビタケ〔ル〕ヒメが

改変されたり，キビノアナトタケ〔ル〕ヒメが造作され

た事情としては，ヤマトタケル妃とされていた者の位置

づけの変改に伴うことを想定することができる．元来の

ヤマトタケル妃であったハリマノイナビノイラツメが生

母に変更され，その代わりにそれらが位置づけられたと

みるのである．しかし，キビタケ〔ル〕ヒコや〔オホ〕

キビタケ〔ル〕ヒメがヤマトタケルと関係のなし堵・とさ

れていたとは考え難い．ワカ〔ヒコ〕タケキビソヒコが

吉備族の祖として位置づけられる前にヤマトタケルの子

ワカタケルヒコがそれとされていた（前著）ことからも，

ワカ〔ヒコ〕タケキビツヒコをハリマノイナビヒメの父

とする系譜は変改されたものとしなけれぱならないが，

しからば，ハリマノイナビヒメの父母としてキビタケ〔

ル〕ヒコ・〔オホ〕キビタケ〔ル〕ヒメが位置づけられ

ていたことが想定されるのである．

 ワカ〔ヒコ〕タケキビツヒコなる人名は，『紀』がワ

カタケルヒコを吉備臣の祖としていることから，ワカタ

ケルヒコとキビッヒコとが合体されたものとみることは

できる．しかし，「ワカヒコ」はオホヒコ（阿倍氏・膳

氏の祖）と長幼の対を成す考であるから，「タケキビッ

ヒコ」にオホヒコと対を成す「ワカヒコ」が冠されたも

のであり，ワカタケルヒコとは直接関係する人名とみる

べきではないのではなかろうか．むしろ「タケキビッヒ

コ」はキビタケ〔ル〕ヒコとの関係で考えるべきものの

ように思う．キビツヒコとキビタケ〔ル〕ヒコとで「タ

ケキビツヒコ」となり，それに「ワカヒコ」が冠された

とみるのである．

 ヌノシノイリヒメ・フタチノイリヒメ姉妹がそれぞれ

原ヤマトタケルの生母・妃とされていたということであ

るが，ヤマトタケル等の生母が吉備族の関係者とされた

ことについてはどのように考えられるであろうか．ヌノ

シノイリヒメ所生垂仁皇子としてのヤマトタケルは，ヌ

パタノイリヒメやアザミノイリヒメの所生子女と同様，

rイリ」系の正当な後継者である．このヤマトタケルの

「イリヒメ」所生から吉備族系所生への変更は，ヤマト

タケルを「イリ」系の正当な後継者とする系譜の変改と

しなければならない．これはヤマトタケルが垂仁皇子か

ら景行皇子に改変されたことと関係するのではなかろう

か．「イリ」と直接の関係を有さなくなるからである、

原ヤマトタケルは，欽明～敏達段階で，雄略生母オジサ

カノオホナカツヒメの母方の祖とされていたが，この系

譜が変改されて雄略とつながらな㌧港として「天皇記」

で位置づけられた．こ汕揃餌氏系によって形成された

王統譜の変改であるが，ヤマトタケルを雄略とつながら

ない者とするために，「イリヒメ」所生の「イリ」王統

の直系の位置から外し，吉備族の女所生の景行皇子とし

て位置づけたのではなかろうか．ハリマノイナビヒメが

ヤマトタケル等の生母とされたのは「天皇記」段階にお

いてであったと考えられる．

 原ヤマトタケルの位置づけの変改はオボタラシヒコの

子ラウスと合体されるかたちで行われたようである．ヤ

マトタケルがラウスと合体された理由の一つとして，ヤ

マトタケルが吉備と，ラウスが美濃と関係するように，

倭政権の西と東とに隣接する地域と関係する位置づけに

あったことが考えられる．しかし，同じ美濃に関係する

オボウスとではない理由としては，ヤマトタケルの原型

たる雄略が現系譜で允恭の男子五人の末子であることと

関係するのではなかろうか．長子キナシノカルは孝徳や

天智皇子大友とを基に作為された者であり（黒田，1993

年），第二子サカヒノクロヒコと第四子ヤツリノシロヒ

コは黒と白という対照的人名であってこれらも造作され

た者て雄略の兄弟として本来の者ではないとすれぱ，残

るのは第二子安康だけとなる、雄略が安康の弟であると

いう関係が，ヤマトタケルが弟のラウスと合体された理

由とみられる．

 ヌノシノイリヒメは，元来ヤマトタケルの生母として

位置づけられていたが，ヤマトタケルが景行皇子に変改
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されたことにより，ヤマトタケル・フタチノイリヒメと

の関係で，『紀』に見えるヤマトタケル皇女とされる系

譜も生じたと考えられるのである．

w ヤサカノイリヒメ・イポキノイリヒメ

 以上，「イリ系譜」について，前著での不備を補いつ

つ再検討を行い，欽明÷敏達段階と「天皇記」段階の系

譜はほぼ考え得た．しかし，未だ継体段階のタケヰココ

ロ・ヤサカノイリヒメ・イポキノイリヒメの父や母が不

明である．ここでこれらについて考えておくことにした

い．

 蘇我氏系（葛城系）の祖タケヰココロの生母は，欽明

へ傲違段階・「天皇記」段階と同じく，葛城のワシヒメ

とみて問題は生じないと思う（黒田，1995年）．父は神

武の原型イバレヒコとヒコホホデミ（黒田，1づ94年）の

いずれと考えるべきか．継体段階で少なくとも男系では

イバレヒコ系にrイリ」r某十ヒコ」rフケ」「ミミ（

多氏系）」や雄略系・継体が位置づけられていた（黒田，

1996年a）．和餌氏系であるヒコホホデミ系は謂わば傍

流の位置にあった．多氏が継体段階で和餌氏系や葛城系

ほどの勢力を有していたようにはみえないにもかかわら

ず，王統譜では主流と密接に関係する位置を占めている

ことは，この系譜が単に当時の勢力の大小に直接関わる

かたちで造作されたのではないことを示しているのでは

なかろうか．継体朝の成立に際してそれに反対する勢力

があったこと触回位後何年もの後に大和入りしたという

『紀』の記述からも籍し滞るが，履中系支持勢力と雄略

系に関わる継体支持勢力との対立・抗争があり，前者と

しては仁賢・武烈につながる和餌氏や雄略系に弾圧され

た葛城南部勢力（巨勢氏）が，後者としては蘇我氏や葛

城北部勢力（平群氏）・息長氏・尾張氏等が想定される

というのが私見である（黒田，1990年b）．このことか

らすれぱ，多氏は継体朝成立以前に継体と関係を持って

いたことにより，実際の勢力にかかわらず，継体等とつ

ながる位置づけがなされたとみられ，また，蘇我氏系の

祖であるタケヰココロはイバレヒコの子として位置づけ

られていたと考えられる．

 ヤサカノイリヒメは，ヤサカノイリヒコ・トホチノイ

リヒメは継体段階でも崇神（原型）呈子女とされていた

とみられるので，欽明ぺ敏違段階と同様の位置づけにあ

ったとみても問題とはならないと思う．ヤサカノイリヒ

メ殖郵コ日として位置づけられたのは，継体へ敏達の系

譜に対応させることカ」理由である（前著）が，いま一

つヤサカノイリヒメが垂仁と関係する者として既に位置

づけられていたことも考えられるのではなかろうか．

 イポキノイリヒメ‘湖ト敏達段階でヌパタノイリヒ

メ所生垂仁皇女とれていたとみてきたが，これはイポキ

ノイリヒコが敏達，イポキノイリヒメが推古に当たると

いうところからのものである．しかし，継体段階の系譜

ではそのような対応性で位置づけられたとは必ずしも想

定し得ない．イポキノイリヒコとイポキノイリヒメとが

夫妻とされていたとするならぱ，イポキノイリヒメの父

として位置づ閉等る「イリヒコ」としては，対応するイ

ポキノイリヒコの父ヤサカノイリヒコや伯叔父トヨキノ

イリヒコ・垂仁・ヤツリノイリヒコの他，一世代差のあ

る夫妻関係になるイサキノイリヒコも挙げ得るが，イサ

キノイリヒメの場合はイポキノイリヒメの生母たる者が

不明である．イニシキイリヒコ・ワカキノイリヒコ・イ

ナセノイリヒコも父系ではイポキノイリヒコと同世代で

あるが，母系ではイポキノイリヒコの子女の世代となる

ので，若干問題がある．イポキノイリヒコは崇神孫であ

るから，イポキノイリヒメは崇神皇女ということも想定

できぬわけではないが，イポキノイリヒコの生母ヤサカ

ノイリヒメを崇神孫とみる限り，不可とすべきである．

 ヤサカノイリヒコが父であった場合は，イポキノイリ

ヒメはイポキノイリヒコと異母兄弟姉妹婚，その生母と

してはヌナギノイリヒメを考えることができるが，尾張

系・磯城系となる．トヨキノイリヒコが父の場合は，イ

ポキノイリヒメはヌノシノイリヒメ・フタチノイリヒメ

の姉妹で蘇我氏系とつながる者として位置づけられてい

たことになる．垂仁とすれば，ヌパタノイリヒメ・アザ

ミノイリヒメのいずれかがイポキノイリヒメの生母とな

り，ヤツリノイリヒコであれば，ヌパタノイリヒメ・ア

ザミノイリヒメの姉妹（妖）となるが，いずれも息長氏

系・美濃系である．世代的闘系からすれぱいずれも可能

性のある位置であるが，イポキノイリヒメが欽明ト敏達

段階で蘇我氏系の推古に相当する位置にあったと推測し

得ることからして，蘇我氏とつながる位置であるトヨキ

ノイリヒコの女というのが妥当ではなかろうか．

 さて，イポキノイリヒコ・イポキノイリヒメ両者の間

に子女が位置づけられていた筈である．『記』はイポキ

ノイリヒコの子ホムタノマフカ（尾張氏系シリツキトメ

所生）の三文タカキノイリヒメ・ナカツヒメ・ヲトヒメ

を応神后妃とし，『紀』も三女は同じであるが，ホムタ

ノマフカは見えない．タカキノイリヒメとヲトキミの位

置は，現系譜の位置づけでは，景行皇女とする所伝の方

が本来的ではあるが，タカキノイリヒメは垂仁皇女とい

うのが元来の位置である．タカキノイリヒメは垂仁皇女

から景行皇女を経て更に景行曾孫へと位置づけが変更さ

れて行ったのであるが，これは王統譜の変改に伴うもの

である．しかし，最終的にタカキノイリヒメがイポキノ

イリヒコ孫・ホムタノマフカ女とされた理由が考えられ

なければならない．ホムタノマフカは，応神：ホムタワ
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ケと闘係する如き人名であるから，応神妃の父として位

置づけられたことや造作されたことが考えられる．問題

は，景行皇子として位置づけられている「イリヒコ」は

他にワカキノイリヒコ・イサキノイリヒコ・イナセノイ

リヒコがあるが，イポキノイリヒコ系とされていること

である．イポキノイリヒコが応陣やその原型等の大王に

つながる者として位置づけられていたとみるぺきであろ

う．イポキノイリヒコ系に応神やその原型等の妃が位置

づけられていたと想定されるということであるが，それ

は，イポキノイリヒコと応陣との世代関係からして，イ

ポキノイリヒコの女とされていたこと力洗ず想定される．

 応神の原型はオシロワケ（ホムタノオシロワケ）であ

り，オシロワケはオシロワケとホムタワケ・オホサザキ

に分立され，後二者はそれぞれ応神・仁徳に，前者はオ

ボタラシヒコと合体されて景行になった．そこで先ず景

行・応神・仁徳の后妃として伝えられている者で，イポ

キノイリヒコの女に相応しし渚がいるか否かを見てみよ

う．皇族とされる者は景行犯ヤサカノイリヒメーガクロ

ヒメ，応神妃タカキノイリヒメ・ナカツヒメ・ヲトヒメ

・オキテガマワカナカツヒメ，仁徳妃ヤタノワカイラツ

メ（ヤタノヒメミコ）・ウヂノワキイラツメであるが，

ヤサカノイリヒメ・タカキノイリヒメは前述の通りであ

り，カクロヒメ・オキテガマワカナカツヒメは急長氏系，

ヤク・ウヂノワキイラツ刈飾餌氏系（前著）であるか

ら，通称的・普通名詞的なナカツヒメとヲトヒメだ肋i

残ることになる．現系譜で景行・応神・仁徳后妃とされ

ている者の中にはイポキノイリヒコの女とされていたと

考え得る者は見当たらないことになる．

 しからば，景行・応神・仁徳の原型オボタラシヒコ・

オシロワケではどうか．オシロワケの子とされていたと

みられる者て重要な者は履中・反正と雄略等の父である．

履中は葛城系，反正1筑餌氏系であり（黒田，1997年），

雄略の父‘湖旺ト敏達段階でタカキノイリヒメ所生ヌカ

タノオホナカツヒコであったとみられるが（前著），継

体段階ではヤマトタケルとタカキノイリヒメとの間の子

クヒマタと考えられる（黒田，1996年a）．従って，景

行の原型の妃でイポキノイリヒコの女として位置づけら

れていた可能性がある者としてはオボタラシヒコ妃であ

るオボタラシヒメのみが残されることになる．前に，継

体段階でオボタラシヒコは〔オホ〕ヤマトヒコの子，オ

ボタラシヒメはヒコイマスの女とされていたと想定した

（黒田，1998年）が，オキテガノミズヨリヒメがヤツリ

ノイリヒコ妃からヒコイマス妃に変更されたのが欽明～

敏達段階であることを勘案すれば，オボタラシヒメも同

段階で「イリ」系から和餌氏系・息長氏系へ変更された

とみることカ可能であるようにも思う．しからば，オボ

タラシヒメに代わって誰かがイポキノイリヒコの女とし

て位置づけられたとみられる．それに相応しいのはタカ

キノイリヒメであるが，タカキノイリヒメは推古に相当

する位置にあったとみられる．．一従って，オボタラシヒメ

をイポキノイリヒコの女とする想定は不可であり，イポ

キノイリヒコの女がオボタシヒコやオシロワケの妃とさ

れていたということにも問題があることになる．

 しかし，タカキノイリヒメとイポキノイリヒコとが無

関係であったとも考え難い．前者が応神妃とされたのは，

景行・応補・仁徳が父・子・孫の関係で位置づけられ，

景行が郵二皇子とされた「天皇記」段階とみられる（前

著）．タカキノイリヒメの生母ヌパタノイリヒメが垂仁

妃として残されたことにより，タカキノイリヒメ生母と

して新たに位置づけられたのがイポキノイリヒメではな

かったか．『記』『紀』編纂段階で応神が景行の曾孫と

されたことにより，タカキノイリヒメも景行曾孫・イポ

キノイリヒコ孫とされ，父として応神に基づいて造作さ

れていたホムタノマフカ（なお後述）が位置づけられた

と考えられるのである．

むすびにかえて

 以上をまとめると〈図2〉～〈図4〉のようになる，

しかし，未だ垂仁皇子から景行呈子へ変更された理由を

検討していなし渚がある．イポキノイリヒコ・イサキノ

イリヒコ・ワカキノイリヒコ・イナセノイリヒコがそれ

であるが，考え得るところを述べ，むすびにかえること

にしたい．

 イポキノイリヒコが景行皇子とされたのは，「天皇記」

段階で景行・応神・仁徳の成立に伴い，応神がイポキノ

イリヒコ生母とされていたヤサカノイリヒメ所生の景行

呈子として位置づけられた（前著）ことによるとみられ

る．イサキノイリヒコもヤサカノイリヒメ所生（元来は

ヌナギノイリヒメ所生ヤサカノイリヒコ子）とされてい

たとみられるので，イポキノイリヒコと同じ事情を想定

し得るが，『記』にはイサキノイリヒコは見えず，その

代わりの如くワカキノイリヒコが現れている、ワカキノ

イリヒコが景行皇子とされたのは，同母姉妹タカキノイ

リヒメが垂仁皇女から景行皇女に変更されたことと関係

するであろう．

 タカキノイリヒメは景行皇子としての応神の妃とされ

たが，垂仁皇女のままであっても応神の娩であり，他に

も同様の燭囲郡系があるので，不自然なものではない．

応神妃としては従来の位置づけでは不都合であったため

に景行皇女に変改されたのであろうが，どのような問題

が想定されるであろうか．タカキノイリヒメはその名か

らしても応神妃に相応しい者であるが，その所生子とさ

れるオホヤマモリは，父の遺志に背いて皇位を狙っただ
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第33巻 「イリ」系譜についての荷検討

〈図2〉 継体段階の「イリ」系譜
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〈図3〉欽明～敏達段階の「イリ」系譜

夕舛ココロ

1動ワ沈メ
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黒 田 達 也 大阪府立高専研究紀要

めに，弟ウヂノワキイラッコ（及び仁徳）によって殺さ

れたとされている．このような傍勲ま，蘇我氏系が和餌

氏系によって形成された王統譜を変改する過程で，作為

されたものである（前著）．本来垂仁皇女として位置づ

けられていたとみられる「イリ」はタカキノイリヒメだ

‘うであり，タカキノイリヒメは「イリ」王続の嫡系であ

る．タカキノイリヒメ所生とされていた者を抹殺しよう

とした醸艇e系としては，そのような位置にタカキノイ

リヒメを置いておくことはできなかったのではなかろう

か．タカキノイリヒメを景行皇女とすることによって，

皇女ということでは同じであるが，「イリ」の嫡系の位

置を変改したのではないか．同時に，このような系譜変

改嚇鉢㌧欽明関係の系譜との関係もあったと、匙われる．

仁鰯ま成立当初は景行皇子・応神兄弟として位置づけら

れたホムタノマフカの女ナカツヒメ所生の応神皇子とさ

れたとみられる（前著）が，この関係は継体ぺ欽明の系

譜関係に一致する．ホムタノマフカは宣化，ナカツヒメ

はその女イバノヒメ（イシヒメ）に相当し，『紀』が宣

化皇女・欽明妃とするワカヤヒメ1鉢瑠ま継榊己に継体

皇女とあるクラノワカヤヒメであったとみられる（前著）

ことからすれぱ，タカキノイリヒメはクラノワカヤヒメ

に相当することになる、この関係に基づいて，タカキノ

イリヒメが景行皇女とされたと考えられるのである．ワ

カキノイリヒコは，このようなタカキノイリヒメの位置

づけの変改に伴って，垂仁呈子から分立され景行皇子と

しても位置づけられたのであろう．

 イナセノイリヒコがアザミノイリヒメ所生垂仁皇子か

らイカヒメ所生景行皇子へと変更された事情はどうか．

イナセノイリヒコが景行呈子とされ，アザミノイリヒメ

が垂仁妃として残されたことにより，アザミツヒメが垂

仁皇女として造作されてイナセノイリヒコ（イナセヒコ）

の妃とされたとみられるが，アザミツヒメはイナセノイ

リヒコの妃に位置づけられるよりもその母とされた方が

元の系譜に忠実であることは言うまでもない．しかるに

イナセノイリヒコはイカヒメ所生とされている．イカヒ

メから分立されたイカダラシヒメは現系譜でヌバタノイ

リヒメ所生垂仁皇女であり，欽明～敏達段階でも，垂仁

皇女であるから（前著等），同様の位置づけであったと

みられる．r記』r紀』で孝霊の生母が孝昭の姓とあり，

父母湘脇されていない（『紀』はアマタラシヒコクニ

オシヒトの女がと注記する）刎ま，父母イカダラシヒコ

・イカダラシヒメが垂仁呈子女として残されたことによ

る．その事情として，イカダラシヒメがイナセノイリヒ

コの生母とされたことが考えられる．ヌパタノイリヒメ

所生のイポキノイリヒコ・タカキノイリヒメがヤサカノ

イリヒメ所生の景行皇子女とされたことに伴い，アザミ

ノイリヒメ所生のイナセノイリヒコがイカダラシヒメ所

生の景行皇女に位置づけられたのではなかろうか．イカ

ダラシヒメ所生とされたことについては，両者が，単に

垂仁の子女というだけでなく，・．生母が姉妹という近い関

係にあったことによるとみられる．しかし，イニシキイ

リヒコ等が景行皇子とされず垂仁皇子のままで残された

ことからすれぱ，イナセノイリヒコもアザミノイリヒメ

所生として残されてもよかった．イニシキイリヒコは，

他の「イリ」とは異なり，石上の神宝を管理したという

伝承を持ち，元来，垂仁の後継者の位置を占めていたと

みられる．景行を「イリ」の直系とするために，本来の

直系イニシキイリヒコと同母とする系譜が形成されたの

ではなかろうか．ワカキノイリヒコも残されているのは，

イニシキイリヒコの同母弟ということによるとみられる．

異母兄弟とされていたイナセノイリヒコは傍系であるた

め，景行皇子に変改されたことが考えられる．

本稿で述べるぺくして述べることができなかったとこ

ろは多いと思うが，紙数も尽きたので，全て後考の課題

としたい．

              （1999年3月20日 稿了）

黒田達也

吉井巖
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